
福
祉
部
長

国
か
ら
法
定
外
繰
入
金

の
削
減
・
解
消
計
画
の
策
定
を
求
め

ら
れ
て
い
る
。
村
と
し
て
は
、
被
用

者
保
険
の
加
入
者
に
は
二
重
の
税
負

担
に
な
り
、
国
保
以
外
の
被
保
険
者

の
理
解
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
な
こ

と
、
ま
た
、
交
付
金
等
の
減
額
の
根

拠
に
も
な
る
こ
と
か
ら
、
一
般
会
計

か
ら
の
法
定
外
繰
入
は
極
力
抑
え
て

い
き
た
い
と
考
え
る
。

２
０
１
９
年
度
は
、
被
保
険
者
の

減
少
や
診
療
報
酬
の
改
定
等
で
、
歳

出
予
算
中
、
保
険
給
付
費
が
前
年
に

比
べ
て
そ
れ
ぞ
れ
減
少
が
見
込
ま
れ
、

歳
入
不
足
が
生
じ
な
い
見
通
し
の
た

め
、
法
定
外
の
一
般
会
計
繰
入
は
計

上
し
て
い
な
い
。

（
前
年
度
引
き
上
げ
を
行
っ
た
ば

か
り
な
の
で
）
２
０
１
９
年
度
す
ぐ

に
税
率
を
引
き
下
げ
る
と
い
う
考
え

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

大
名
美
恵
子
議
員

国
が
悪
政
を
続

け
る
限
り
、
村
は
そ
の
防
波
堤
と
な
っ

て
住
民
生
活
を
守
る
こ
と
が
基
本
。

今
後
、
国
保
の
税
率
改
定
を
検
討

す
る
際
に
、
法
定
外
一
般
会
計
繰
入

を
行
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
か
。

福
祉
部
長

総
合
的
検
討
が
必
要
だ

が
、
今
後
、
保
険
給
付
費
や
納
付
金

の
急
激
な
上
昇
が
見
込
ま
れ
る
等
、

不
測
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

法
定
外
一
般
会
計
繰
入
を
行
う
こ
と

も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
口
減
少
と
少
子
化

の
傾
向
に
つ
い
て
は
、

そ
も
そ
も
自
然
現
象
で

は
な
く
、
政
治
の
あ
り

方
が
も
た
ら
し
た
も
の

と
の
捉
え
が
重
要
。
根

本
的
に
は
国
に
よ
る

「
安
定
雇
用
と
働
き
な

が
ら
安
心
し
て
生
み
育

て
る
事
が
で
き
る
」
・

「
定
年
後
も
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
け
る
」
環

境
整
備
が
不
可
欠
で
す
。

し
か
し
国
が
、
抜
本

的
な
環
境
整
備
を
行
わ

な
い
中
で
は
、
村
が
独

自
に
で
も
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。

政
治
の
在
り
方
が
大

き
な
要
因
で
あ
る
少
子

高
齢
化
現
象
は
、
政
治

の
力
で
変
え
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

「
東
海
村
は
住
み
心
地
が
い
い
」
、

「
東
海
村
に
住
み
た
い
」
「
東
海
村

で
子
育
て
し
た
い
」
と
感
ず
る
魅
力

を
つ
く
り
、
人
口
の
自
然
増
を
大
き

く
引
き
上
げ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

村
長

２
０
１
４
年
以
降
、
本
村
の

総
人
口
は
、
横
ば
い
か
ら
緩
や
か
な

減
少
傾
向
で
推
移
。
２
０
１
８
年
３

月
に
国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研

究
所
が
発
表
し
た
最
新
の
推
計
で
は

２
０
４
０
年
の
人
口
は
約
３
万
３
０

０
０
人
と
さ
れ
た
。

本
村
の
出
生
数
は
こ
れ
ま
で
、
年

間
３
５
０
人
程
度
で
推
移
。
し
か
し

２
０
１
８
年
は
３
０
０
人
を
下
回
り

大
き
な
危
機
感
を
抱
い
て
い
る
。

将
来
に
わ
た
り
人
口
を
維
持
し
、

活
力
あ
る
ま
ち
を
未
来
に
継
承
す
る

た
め
に
は
、
若
い
世
代
の
移
住
・
定

住
の
促
進
、
高
い
水
準
の
合
計
特
殊

出
生
率
と
子
ど
も
の
出
生
数
維
持
が

最
も
重
要
。

２
０
１
９
年
度
予
定
し
て
い
る
人

口
ビ
ジ
ョ
ン
及
び
総
合
戦
略
の
改
訂

に
あ
た
っ
て
は
、
出
産
・
子
育
て
に

関
す
る
経
年
デ
ー
タ
を
細
か
く
分
析

す
る
と
と
も
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

等
に
お
け
る
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
横
断
的
な
取
組
み

を
意
識
し
、
関
係
機
関
と
課
題
を
共

有
し
つ
つ
、
官
民
一
体
と
な
り
推
進

す
る
。

大
名
美
恵
子
議
員

働
き
な
が
ら
産

み
・
育
て
る
環
境
整
備
で
は
経
済
的

支
援
も
含
め
、
国
を
待
た
ず
に
村
と

し
て
整
え
る
必
要
が
迫
ら
れ
て
い

る
。計

画
改
訂
で
は
、
よ
り
き
め
細

か
に
、
て
い
ね
い
な
対
策
が
必
要
。

総
務
部
長

２
０
１
８
年
度
実
施

し
た
「
結
婚
・
出
産
・
子
育
て
ア
ン

ケ
ー
ト
」
で
も
、
出
会
い
や
結
婚
の

き
っ
か
け
、
理
想
的
な
子
ど
も
の
数

を
聞
く
反
面
、
結
婚
し
な
い
理
由
や

具
体
的
な
障
害
な
ど
、
幅
広
い
声
が

拾
え
る
よ
う
設
問
を
設
け
て
い
る
。

住
民
ニ
ー
ズ
な
ど
に
つ
い
て
の
詳

細
な
分
析
を
進
め
、
き
め
細
や
か
な

対
応
に
つ
な
げ
た
い
。

国
民
健
康
保
険
税
を
引
き
下
げ
、
住
民
の
い
の
ち
と

健
康
、
医
療
保
険
制
度
を
守
り
ま
し
ょ
う
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高
い
国
保
税
に
住
民
の
悲
鳴
が
聞
こ
え
ま
す
。

国
保
税
は
、
協
会
け
ん
ぽ
、
組
合
健
保
、
共
済
な
ど
の
他
の
公
的
医
療
保
険
と
比
べ
て
も
高
す
ぎ
る
水
準

に
あ
り
ま
す
。
国
は
こ
れ
を
ど
ん
ど
ん
引
き
上
げ
る
仕
組
み
を
施
し
ま
し
た
。
制
度
発
足
当
初
の
国
庫
負
担

は
半
減
の
ま
ま
、
市
町
村
が
独
自
に
行
っ
て
い
る
「
国
保
税
の
大
幅
引
き
上
げ
抑
制
の
た
め
の
一
般
会
計
法

定
外
繰
入
れ
」
の
解
消
を
求
め
、
国
保
税
の
県
内
統
一
化
の
方
向
を
示
し
た
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
本
村
は
、
新
年
度
い
ち
早
く
国
の
求
め
に
こ
た
え
、
「
加
入
者
数
の
減
少
お
よ
び
診
療
報
酬

の
改
定
」
等
を
理
由
に
、
法
定
外
繰
入
れ
を
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
村
民
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る
村

政
で
あ
る
な
ら
、
本
来
「
法
定
外
繰
入
れ
」
を
継
続
し
、
国
保
税
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
し
た
。

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
国
民
の
負
担
増
が
強
め
ら
れ
て
い
る
国
の
悪
政
の
も
と
で
は
、
村
政
が
し
っ
か
り
カ
バ
ー

す
る
努
力
を
す
る
の
が
地
方
自
治
の
精
神
で
す
。

引
き
つ
づ
き
、
「
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
村
政
」
（地
方
自
治
法
第
１
条
の
２
）を
求
め
て
ま
い
り
ま
す
。

◇戦争法は廃止に

◇東海第二原発は廃炉に

◇日本国憲法が息づく社会を
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法
定
外
繰
入
を
残
し
、
国
保
税
を
引
き
下
げ
る

選
択
肢
は
な
か
っ
た
の
か

村の考え方、「法定

外繰入を極力抑えた

い」というのは，国の

言い分に沿ったもの。

そしていち早く繰り入れを０（ゼ

ロ）にした。いかに村政が村民よ

り国言いなりかが浮き彫りです。

国庫負担額を増やさない限り

今後も税引き上げは必至です。

国・村への働きかけを強めます。

人口減少の事象は、政治がつくりだしたもの。

村政の総力で減少を回避しよう！

団塊の世代って？

1947年から1949年にかけて、戦争から戻っ

た兵士や、戦争の終結に安堵した人々が子ども

をもうけたため、前後の世代に比べて極端に人

口比が高い現象が起きた。

これが第1次ベビーブーム。

厚生労働省によれば、1947年生まれは267

万8792人、1948年生まれは268万1624人、1

949年生まれは269万6638人。

「団塊の世代」という言葉は、堺屋太一の小説

『団塊の世代』に由来。厚生労働省の定義では、

「団塊世代」。

この世代は、第二次世界大戦後の高度経済

成長とバブル景気を経験し、就職は超氷河期だっ

たものの、リストラもなく

終身雇用制で定年ま

で会社にいることができ

た。

人口動態における課題

は、政治の力で乗り越える

意気込みや構えが重要。

「結婚する」「しない」は選択の自由

ですが，少なくとも「したい」けれども

「できない」という人はなくなるような社

会環境の整備が必要です。きめ細や

かな対応で、ますます子どもたちの笑

顔があふれる村づくり、一緒に進めて

まいります。

【３
月
議
会
一
般
質
問
か
ら
】



村
長

「
原
子
力
所
在
地
域
首
長
懇

談
会
」
が
申
し
入
れ
て
い
た
、
「
な

し
崩
し
的
に
本
格
工
事
に
着
工
す
る

こ
と
は
容
認
で
き
な
い
。
今
後
の
会

社
と
し
て
の
（
再
稼
働
を
含
め
て
）

方
針
を
明
確
に
し
て
も
ら
い
た
い
」

と
い
う
こ
と
を
受
け
て
の
も
の
だ
と

認
識
す
る
。

Ｐ
Ａ
Ｚ
・
Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
人
口
は
国

内
最
多
で
あ
り
、
避
難
計
画
の
策
定

一
つ
と
っ
て
も
、
実
効
性
を
確
保
し

て
い
く
上
で
は
、
他
地
域
に
は
な
い

難
し
さ
が
あ
る
。
地
域
か
ら
も
高
い

関
心
を
も
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

原
電
と
し
て
は
昨
年
の
〝
新
安
全

協
定
〟
に
ま
つ
わ
る
副
社
長
の
発
言

等
を
契
機
に
失
っ
た
自
治
体
と
の
信

頼
関
係
構
築
の
ほ
か
、
住
民
の
理
解

を
十
分
に
得
る
努
力
が
必
要
。
。

大
名
美
恵
子
議
員

村
長
が
東
海
第

二
原
発
の
今
後
を
判
断
す
る
基
準
と

し
て
い
る
４
項
目
（
①
安
全
協
定
の
見

直
し
、
②
新
基
準
適
合
性
審
査
の
結
果
、
③

実
効
性
あ
る
広
域
避
難
計
画
の
策
定
、
④

住
民
意
向
の
把
握
）
の
残
り
「
実
効
性

あ
る
広
域
避
難
計
画
の
策
定
」
「
住

民
意
向
の
把
握
」
の
二
つ
が
今
後
の

課
題
だ
と
の
こ
と
だ
が
、
避
難
計
画

と
の
関
係
で
は
、
２
０
１
９
年
度
も

避
難
訓
練
を
実
施
す
る
予
定
か
。
実

施
す
る
場
合
、
ポ
イ
ン
ト
は
何
か
。

村
長

Ｐ
Ａ
Ｚ
・
Ｕ
Ｐ
Ｚ
圏
内
の
自

治
体
に
先
駆
け
て
，
２
０
１
７
年
度

か
ら
計
画
的
に
訓
練
に
取
り
組
み
、

広
域
避
難
計
画
案
の
検
証
と
、
実
効

性
向
上
に
結
び
付
け
て
い
く
上
で
の

課
題
等
へ
の
対
策
を
講
じ
、
職
員
は

も
と
よ
り
、
関
係
機
関
を
含
め
て
経

験
蓄
積
を
図
っ
て
き
た
。

来
年
度
も
訓
練
の
必
要
性
は
あ
る
。

６
月
議
会
以
降
の
時
期
に
、
災
害
対

策
本
部
の
設
置
・
運
営
や
住
民
の
避

難
活
動
、
住
民
広
報
な
ど
、
基
幹
的

な
訓
練
の
練
度
向
上
を
図
り
つ
つ
、

十
分
な
検
証
が
で
き
て
い
な
い
と
こ

ろ
の
訓
練
と
し
て
、
要
配
慮
者
や
児

童
等
の
避
難
な
ど
の
要
素
を
加
味
し

た
い
。

大
名
美
恵
子
議
員

過
去
2
回
は
猛

暑
の
時
期
の
訓
練
。
し
か
し
事
故
は
、

季
節
を
選
ん
で
起
き
る
訳
で
は
な
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
気
象
状
況
想
定
も
必
要
。

来
年
度
の
実
施
時
期
は
い
つ
頃
か
。

ま
た
広
域
避
難
計
画
の
策
定
と
，

原
電
の
安
全
対
策
工
事
終
了
と
の
関

係
で
、
避
難
計
画
策
定
を
終
え
て
い

な
い
段
階
で
、
再
稼
働
で
き
る
タ
イ

ミ
ン
グ
が
到
来
し
た
場
合
、
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
の
か
。

村
長

９
月
か
ら
１
０
月
に
か
け
て

は
“
茨
城
国
体
”
、
そ
の
他
定
例
議

会
の
会
期
，
台
風
・
大
雨
等
の
影
響

が
懸
念
さ
れ
る
時
期
な
ど
を
考
慮
す

る
と
秋
季
・
冬
季
は
予
定
し
づ
ら
い
。

広
域
避
難
計
画
の
策
定
と
、
東
海

第
二
発
電
所
の
稼
働
の
判
断
に
つ
い

て
は
、
避
難
計
画
の
策
定
が
終
了
し

て
い
な
い
段
階
に
お
け
る
稼
働
に
つ

い
て
の
判
断
を
行
う
こ
と
は
な
い
。

ま
た
時
期
あ
り
き
で
策
定
を
急
ぐ

よ
う
な
こ
と
も
な
い
。

村
長

那
珂
市
・
ひ

た
ち
な
か
市
の
新
し

い
市
長
さ
ん
も
２
月

２
８
日
の
「
原
子

力

所
在
地
域
首
長
懇
談

会
」
に
は
駆
け
付
け

て
く
れ
た
。

６
市
村
足
並
み
を

そ
ろ
え
て
、
東
海
第

二
発
電
所
の

問
題
に

向
き
あ
っ
て
い
く
こ

と
を
確
認
し
あ
っ
た
。

今
後
と
も
私

が
座

長
を
務
め
る
こ
と
に

な
ろ
う
か
と
思
う
の

で
、

引
き
続
き
必
要

な
協
議

が
で
き
る
よ

う
努
め
て
い
き
た
い

。

大
名
美
恵
子
議
員

２
月
２
８
日
開

催
の
「
懇
談
会
の
「
趣
旨
及
び
内
容

は
何
だ
っ
た
か
。

村
長

２
月
２
２
日
に
原
電
の
村
松

社
長
が
示
し
た
「
東
海
第
二
発
電
所

の
稼
働
を
目
指
し
た
い
」
と
す
る
表

明
を
改
め
て
聞
き
、
確
認
し
た
い
こ

と
、
要
請
し
た
い
こ
と
な
ど
に
関
し
、

原
電
と
意
見
交
換
す
る
こ
と
を
趣
旨

と
し
て
開
催
し
た
。

原
電
に
対
し
て
、
議
会
・
住
民
へ

の
説
明
を
し
っ
か
り
、
き
ち
ん
と
行

い
、
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
を
求
め

る
と
と
も
に
、
「
一
市
村
で
も
同
意

が
な
け
れ
ば
、
そ
の
先
に
進
ま
な
い
」

と
い
う
認
識
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て

伝
え
、
（
再
稼
働
）
表
明
を
受
け
た

そ
の
日
が
〝
新
協
定
〟
の
ス
タ
ー
ト

だ
と
言
い
渡
し
た
。

ま
た
、
自
治
体
と
の
信
頼
関
係
構

築
に
向
け
、
６
市
村
と
事
務
レ
ベ
ル

で
協
議
す
る
「
連
絡
会
議
」
の
よ
う

な
も
の
を
作
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
原
電
の
村
松
社
長

か
ら
は
、
自
治
体
と
の
相
互
信
頼
、

安
全
風
土
の
醸
成
を
前
提
に
、
安
全

対
策
工
事
に
関
す
る
説
明
を
な
る
べ

く
早
く
予
定
す
る
こ
と
、
工
事
は
、

経
営
リ
ス
ク
、
〝
オ
ウ
ン
・
リ
ス
ク

〟
で
進
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
、

２
０
１
９
年
度
早
い
時
期
に
１
５
自

治
体
で
の
住
民
説
明
を
予
定
し
て

い
る
こ
と
な
ど
の
話
が
あ
っ
た
。

大
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確
認
さ
れ
て
い

る
「
協
議
会
」
の
開
催
時
期
は
ど
う

見
込
ま
れ
る
か
。

村
長

〝
新
協
定
〟
で
は
、
「
東
海

第
二
発
電
所
を
稼
働
及
び
延
長
運
転

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
原
電
か
ら

６
市
村
に
事
前
説
明
し
意
見
交
換
す

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
６
市
村
が

さ
ら
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
〝

協
議
会
〟
の
開
催
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
、
原
電
は
こ
れ
に
応
じ
る
も
の

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

２
月
２
８
日
の
「
懇
談
会
」
で
、

村
松
社
長
に
対
し
、
〝
新
協
定
〟
の

ス
タ
ー
ト
を
言
い
渡
し
て
お
り
、
社

長
か
ら
は
、
安
全
対
策
工
事
に
関
す

る
説
明
を
な
る
べ
く
早
く
開
始
す
る

旨
の
回
答
を
受
け
た
と
こ
ろ
。

ま
ず
は
自
治
体
へ
の
事
前
説
明
が

始
ま
る
も
の
と
認
識
す
る
。
現
時
点

で
は
〝
協
議
会
〟
の
開
催
ま
で
は
求

め
て
い
な
い
の
で
、
具
体
的
な
開
催

時
期
は
見
通
せ
な
い
。

原電の住民説明会の際、

アンケートとともに提出した意見

会場：５月８日（水）那珂市中央公民館

どんな事態になっても放射性物質をいっさい放

出させないという技術が完成しない限り、運転す

べきではありません。

被曝に関する基準は、人間がつくったもの。「極微

量だから放出しても良い」などは、人道上からも許

されるものではありません。「シビアアクシデントに

ならないよう、対策含めて決意をもってあたる」と

は、まるで身勝手な言葉でしかありません。

（稼働）４０年過ぎた古くて被災した原発を動かす

道理はありません。まして人口密集地に立地。極端

なことをいえば、東海第二だけは絶対に動かして

はならない原発。 使用済み核燃料や核廃棄物を

増やすことも認められません。こんな小さな日本を

核のゴミ捨て場にしてはなりません。人間が住める

国ではなくなります。

そもそも、「新規制基準が絶対安全を保障するも

のでない」という基準でしかあり得ない以上、日本

は原発政策から撤退すべきです。

2019年５月1９日(２)東 海 村 議 会 報 告第 2１ 号

村
長
の
所
感
を
問
う

「
東
海
第
二
原
発
の
再
稼
働
を
め
ざ
す
」
と
の

原
電
の
意
思
表
明

「時期ありき

で急ぐことはない」、

大事な視点です。

避難計画は実

効性を伴なわせることが大

変重要ですので、工事完

了時期に間に合わせ、再

稼働に配慮するようなこと

は絶対あってはなりません。

新安全協定の今後の運用

村長の「座長」としての舵とりが重要

4/19原電が議会に説明を行った際の大名の質問

大名：県主催で規制庁が行った審査結果の説明では、「原発の絶対

安全を保障するものではない」とのことだった。このコメントをどう受

け止め再稼働をしようとしているのか。

原電：規制庁の説明は承知している。従来は「原発事業は絶対に

安全を確保する」が大前提。 新規制基準ではそのことの反省を

し、反映させるという事だが、「そこに絶対安全はない」という事を

前提に考えて物事を対処していくという事。絶対事故を起こさない

という事を追求していく事。

大名：対策では「万々が一を想定」したものがあるという事だが、現

在、原発事業においてどんな事態になっても放射性物質を出さな

いという技術は存在するのか。

原電：安全対策設備を設けて教育訓練を行い練度を上げ、信頼

性を高めていく。設備が一部使えなくなっても安全が守れるように

想定していく。絶対安全とは申し上げられないがそれに近づけるよ

うに、日々安全性を向上していく。仮に全ての設備が使えなくなっ

た時には、放射性物質が放出しないとは言い切れない。

大名：また反省をする事態もあり得る中で動かす理由は何か。

原電：絶対安全というより、放射性物質を放出したという事まで想

定して対策を講じているという事に大きな意味があると考える。

国
も
事
業
所
も
「
絶
対

安
全
は
な
い
」
と
認
め
て

い
る
の
に
、
な
ぜ
動
か
す

の
か



大
名
美
恵
子
議
員

も
と
も
と
消
費

税
は
低
所
得
者
ほ
ど
負
担
が
重
い
逆

進
性
の
強
い
税
。

例
え
ば
年
金
生
活
者
の
場
合
、
こ

の
間
行
わ
れ
て
き
た
3
つ
の
制
度
改

悪
、
1
つ
、
物
価
が
上
が
っ
て
も
賃

金
が
下
が
っ
た
ら
年
金
額
を
下
げ
る
、

2
つ
、
物
価
も
賃
金
も
上
が
っ
て
も

「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
分
だ
け

年
金
の
伸
び
を
抑
え
る
、
3
つ
、

「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
」
に
よ
る

削
減
が
で
き
な
か
っ
た
年
は
、
削
減

を
翌
年
以
降
に
持
ち
越
す
と
い
う
、

こ
れ
ら
と
増
税
が
合
わ
さ
っ
て
、
複

雑
に
何
重
も
の
被
害
が
生
ず
る
。

新
年
度
予
算
案
は
、
住
民
生
活
圧

迫
が
強
ま
る
こ
と
へ
の
村
と
し
て
の

配
慮
は
盛
り
込
ま
れ
た
か
。

国
会
予
算
委
員
会
で
は
、
国
の

「
増
税
対
策
」
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ

な
い
低
所
得
者
層
に
つ
い
て
も
議
論

さ
れ
た
が
、
増
税
が
村
民
生
活
に
及

ぼ
す
影
響
調
査
等
は
行
っ
た
の
か
。

総
務
部
長

国
は
，
本
年
１
０
月
か

ら
消
費
税
１
０
％
を
予
定
。
増
収
分

は
、
全
世
代
型
の
社
会
保
障
制
度
へ

の
転
換
に
向
け
た
、
幼
児
教
育
・
保

育
の
無
償
化
、
介
護
人
材
の
処
遇
改

善
な
ど
の
社
会
保
障
施
策
の
充
実
を

掲
げ
て
い
る
。

一
方
、
増
税
に
よ
る
経
済
へ
の
影

響
緩
和
策
と
し
て
、
臨
時
・
特
別
措

置
の
低
所
得
者
・
子
育
て
世
帯
対
象

の
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商
品
券
な
ど
を

掲
げ
て
い
る
。

本
村
の
平
成
３
１
年
度
当
初
予
算

案
は
、
国
施
策
が
十
分
に
反
映
で
き

て
い
な
い
。
今
後
，
国
施
策
の
詳
細

が
判
明
次
第
、
村
民
生
活
に
支
障
を

き
た
さ
ぬ
よ
う
、
速
や
か
に
補
正
予

算
な
ど
で
対
応
す
る
。

ま
た
，
増
税
に
よ
る
村
民
生
活
へ

の
影
響
に
つ
い
て
は
、
国
施
策
の
効

果
を
踏
ま
え
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

た
め
独
自
の
調
査
等
を
行
う
こ
と
は

困
難
。
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例
え
ば
幼
児
教

育
の
無
償
化
は
、
０
歳
か
ら
２
歳
ま

で
は
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
み
で
、

給
食
費
は
除
外
。
ま
た
高
等
教
育
の

無
償
化
で
は
所
得
制
限
を
設
け
る
な

ど
、
不
徹
底
な
も
の
。

国
の
諸
対
策
の
内
容
を
よ
く
見
れ

ば
、
そ
れ
が
十
分
か
不
十
分
か
、
単

発
的
な
も
の
か
、
全
く
恩
恵
無
し
の

人
は
い
な
い
か
な
ど
、
あ
る
程
度
の

村
民
生
活
へ
の
影
響
は
見
え
る
の
で

は
な
い
か
。

増
税
か
ら
村
民
生
活
を
守
る
た
め

の
村
独
自
施
策
の
考
え
は
あ
る
か
。

村
長

消
費
税
は
増
税
に
は
な
る
が
、

広
く
社
会
保
障
制
度
の
枠
組
み
の
中

で
，
村
民
に
還
元
さ
れ
る
も
の
と
認

識
す
る
。
消
費
税
の
増
税
に
関
わ
ら

ず
、
村
民
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は

必
要
に
応
じ
て
対
策
を
講
ず
る
。

大
名
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村
内
の
６
６
歳

で
、
独
身
、
病
気
が
あ
っ
て
働
け
ず

年
金
生
活
の
あ
る
方
は
、
「
年
金
は

月
１
１
万
５
４
２
５
円
で
住
民
税
は

非
課
税
。
家
賃
が
月
３
４
０
０
０
円
、

国
保
税
と
介
護
保
険
料
は
年
金
天
引

き
で
合
わ
せ
て
月
５
１
５
０
円
。

水
光
熱
費
は
極
力
抑
え
て
、
特
に

お
風
呂
は
週
３
日
で
我
慢
す
る
な
ど

で
約
１
５
０
０
０
円
。
携
帯
電
話
代

が
月
約
３
５
０
０
円
。
残
る
５
７
７

７
５
円
で
、
食
費
や
治
療
代
と
薬
代
、

被
服
費
や
衛
生
関
係
費
な
ど
を
賄
う
。

村
外
の
交
通
の
便
が
悪
い
病
院
に
も

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
通
院

に
デ
マ
ン
ド
だ
け
で
は
足
ら
な
い
、

検
査
が
あ
る
月
は
高
額
支
出
に
な
る

な
ど
で
、
今
で
さ
え
大
変
だ
が
こ
う

し
た
方
は
、
今
回
の
増
税
対
策
の
恩

恵
を
受
け
ら
れ
る
の
か
。

村
民
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
は
、

こ
う
し
た
方
へ
の
対
応
や
、
ま
た
取

手
市
の
よ
う
な
国
保
税
の
均
等
割
か

ら
子
ど
も
を
は
ず
す
な
ど
が
急
が
れ

る
と
考
え
る
。

村
で
や
ろ
う
と
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考

え
て
い
る
の
か
。

村
長

様
々
な
要
因
に
よ
る
社
会
変

化
が
村
民
に
及
ぼ
す
影
響
を
的
確
に

捉
え
、
給
付
の
み
に
限
定
せ
ず
、
住

み
や
す
い
環
境
整
備
や
安
心
に
繋
が

る
施
策
を
ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
両
面

か
ら
検
討
し
て
い
く
考
え
。

消
費
税
10
%
へ
の
増
税
計
画
で
は
、
住
民
生
活
へ
の
影
響

が
は
か
り
知
れ
な
い

本
来
今
必
要
な
こ
と
は
、
家
計
を
温
め
て
、
日
本
経

済
の
足
腰
を
強
く
す
る
こ
と

重要なのは、支

援を必要とする住

民が支援を実感で

きるものであること。

単発的ではなく暮らし続けら

れること、制度のはざまで苦し

む方を見逃さないなど、きめ

細かで必要に応じたとりくみの

強化、東海村でこそ。

(３)2019年5月19日 東 海 村 議 会 報 告 第 21 号

請願第31-1号「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願

（2019/2/21受理 建設産業委員会に付託）

請願第30-2号（仮称）「歴史と未来の交流館」の新設に関わる請願

（2018/5/25受理 文教厚生委員会に付託）

３月議会では、２つの請願
の採決がありました

✿「最低賃金の大幅引き上げと中小企業支援策の拡充を求める意見書」採択の請願

〈請願に賛成する討論を行いました〉

アベノミクスで大企業の内部留保は増え続けていますが、労働者の実質賃金は下落し、消

費支出も減少しています。非正規雇用は、全労働者の約４割に上り、労働者の４人に１人が

年収200万円以下のワーキングプアで、低賃金な上に不安定な仕事にしか就けないでいます。

この方たちの年収は結婚の壁とも言われる300万円未満で、全労働者の６割に上り、婚姻率、

出生率共に下がり続け、少子高齢化が進んでいます。

広がる貧困と格差の問題では、親の貧困が子どもたちの成長、発達を阻害する貧困の連

鎖が社会問題となっています。貧困線も下がり続け深刻さを増しています。

地域ごとの最低賃金は、最も高い東京が985円、本茨城県は822円、全国最低は761円、全国

平均は874円で、地域間格差が224円にまで拡大しています。

最低賃金にほぼ比例して人口が流れ、地方でどんなに頑張っても、賃金が高い都市部へ

の流出が止まりません。これが地方の高齢化と地域経済を疲弊させる要因ともなっています。

地域経済を再生・活性化させる上でも、最低賃金の大幅な引上げと地域間格差の是正が必要

と考えます。

最低生計費は全国どこでも時給1,400円以上必要と言われ、人間らしい最低限の生計費は

全国どこでもほぼ同一の金額となることが調査からも明らかになっています。しかし、日本

では地域ごとの最低賃金は格差が広がっているのが現状です。

建設産業委員会の審査では、「趣旨は理解できるが求める金額1,000円や1,500円は乱暴。

人によっては職を失う」「茨城の822円はそれほど低くない」「最賃引き上げの要求は弱者切

り捨て」「労働者の安定にはつながらない」「物価との関係もあり最低賃金は地域差あって

しかるべき。同一労働同一賃金の観点とは別物」などの意見が出され、不採択とされました。

しかし、請願は、国が中小企業への大幅な支援拡充を図ることにより、全国どこで働い

ても同じ最低賃金となれるようにすることを根本的に求めたものです。

世界の主要国では、大胆な最低賃金の引上げと中小企業への支援を行い、好循環が進ん

でいます。こうした視点から本請願の内容はもっともな事であり、本来採択し、喫緊の課題

として国に意見書を上げるべきでした。

建設産業委員会： 武部慎一 新垣麻依子 大名美恵子 飛田静幸 江田五六 越智辰哉の各議員

✿（仮称）「歴史と未来の交流館」の新設に関わる請願

〈請願に反対しました〉

◯討論は行いませんでした。反対の理由は以下に記します。

請願項目は次の2点でした。

１ 村の財政への影響を含めた「交流館」の費用を明確

にすること。

２ 上記１を住民に周知徹底すること。

そして請願書の（配慮すべき事項）には、「基本的に、
〝交流館〟新設は財政上、将来に負債を来す計画になってい

ます。・・・ここ1年位、〝交流館〟については村職員によ

る説明会が数多く開催され、関連広報資料の配布、各コミセ

ンのディスプレイ表示と尽力されております。しかしそれは、

建物およびその機能の説明が中心で、財政的裏付けの説明は

一切ありませんでした。

今後は、村の財政における〝交流館〟の新設・維持管理・

更新費用の位置づけを明確にして住民に説明することを求め

ます」と、書かれています。

請願者が財政面を大変心配されていることは理解できまし

たし大切な視点と考えます。 ただ、難しいのではと思った

のは、施設の設計を含めた計画が定まらない中で、費用面を

明確にすることができるだろうかという事でした。 まず設

計等素案がまとまった段階で議会などに説明し、意見をもら

うと案が変更されます。これらを繰り返して実施設計が決定

し、運営面の具体的検討に入るなど、時間がかかって全体が

定まっていくのかなと。

建設費用は入札で決まりますが、それもその時々の物価な

ど諸般の事情で、建設の過程で契約の変更が生ずることもあ

り得ます。

これらから請願項目には無理があると判断したものです。



一
般
会
計

安
倍
政
権
に
よ
る
社
会
保
障
の
改

悪
や
、
８
時
間
労
働
で
普
通
に
暮
ら

し
て
い
け
る
賃
金
が
保
障
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
、
人
間
ら
し
く
生
き
る
権

利
を
保
障
し
た
政
治
が
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
よ
り
、
今
多
く
の
悲
劇

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
重
要
な
の
は
、
国
の
悪
政
か

ら
村
民
を
守
る
立
場
が
貫
か
れ
て
い

る
か
ど
う
か
で
す
。
し
か
し
予
算
は

全
体
と
し
て
国
の
方
向
に
沿
っ
た
も

の
で
、
村
民
一
人
ひ
と
り
が
安
心
し

て
暮
ら
せ
る
た
め
の
低
所
得
者
へ
の

対
応
策
な
ど
が
弱
く
な
っ
て
い
ま
す
。

国
に
代
わ
っ
て
で
も
住
民
の
命
と

暮
ら
し
を
守
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う

覚
悟
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
が
、
感

じ
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

国
保
会
計

「
一
般
会
計
法
定
外
繰
り
入
れ
は

必
要
が
な
い
」
と
し
て
、
ゼ
ロ
の
予

算
に
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

村
は
、
む
し
ろ
法
定
外
繰
り
入
れ

を
行
い
、
高
い
と
言
わ
れ
て
い
る
税

を
引
き
下
げ
、
被
保
険
者
が
安
心
し

て
医
療
に
か
か
れ
る

こ
と
や
税
収
の
安
定

化
に
も
つ
な
げ
る
な

ど
を
め
ざ
す
べ
き
で

し
た
。

後
期
高
齢
者
医
療
会
計

今
、
国
は
、
高
額
療
養
費
制
度
や

後
期
高
齢
者
の
保
険
料
軽
減
特
例
な

ど
を
、
見
直
し
と
称
し
て
次
々
と
制

度
改
悪
を
行
っ
て
い
ま
す
。
加
え
て

現
在
医
療
費
の
負
担
割
合
も
引
き
上

げ
る
方
向
で
検
討
を
始
め
て
い
ま
す
。

本
村
に
お
い
て
も
、
保
険
料
サ
ポ
ー

ト
事
業
は
不
適
切
と
決
め
つ
け
て
、

廃
止
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

後
期
高
齢
者
の
人
口
と
医
療
費
が

増
加
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
保
険
料
の
値

上
げ
に
直
結
し
、
受
診
抑
制
が
も
た

ら
さ
れ
る
、
つ
ま
り

医
療
確
保
の
自
己
責

任
が
次
々
と
高
め
ら

れ
る
本
医
療
制
度
は
、

そ
も
そ
も
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。

介
護
保
険
会
計

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
へ
の
移
行
で
、
人
員
等
を
緩
和

し
た
基
準
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
担

い
手
が
資
格
を
有
さ
な
い
、
ま
た
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
良
い
な
ど
に
置
き

換
え
ら
れ
、
本
来
の
目
的
か
ら
、
大

き
く
か
け
離
れ
た
事
業
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

ま
た
、
現
役
世
代
並
み
の
所
得
の

人
は
、
利
用
者
負
担
割
合
が
２
割
負

担
者
の
う
ち
、
特
に
所
得
の
高
い
層

の
負
担
割
合
が
３
割
に
な
る
こ
と
や
、

医
療
保
険
制
度
に
お
け
る
高
額
療
養

費
制
度
の
見
直
し
に
伴
い
、
高
額
医

療
合
算
介
護
及
び
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

の
所
得
区
分
が
見
直
さ
れ
、
も
と
も

と
１
割
負
担
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
２
割
、
３
割
と
自
己
負
担
を
増

や
す
こ
と
は
、
必
要
が
あ
っ
て
も
サ
ー

ビ
ス
が
利
用
で
き
な
い
事
態
を
引
き

起
こ
し
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
全
体
を

い
っ
そ
う
悪
化
さ
せ
る
も
の
で
大
き

な
問
題
で
す
。

水
道
会
計

３
条
予
算
へ
の
一
般
会
計
補
助
金

を
ゼ
ロ
に
す
る
方
針
の
も
と
立
て
ら

れ
た
こ
と
は
問
題
で
す
。

新
年
度
は
水
道
料
金
の
引
き
上
げ

こ
そ
見
込
ん
で
い
ま
せ
ん
が
、
一
般

会
計
補
助
金
を
ゼ
ロ
に
す
る
考
え
方

は
、
今
後
容
赦
な
い
料
金
引
き
上
げ

が
本
格
的
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
つ

な
が
り
ま
す
。

ま
た
、
消
費
税
１
０
％
へ
の
引
き

上
げ
分
と
し
て
、
水
道
料
金
の
増
収

を
約
４
０
０
万
円
見
込
ん
で
い
ま
す

が
、
生
き
て
い
く
上
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
水
の
料
金
は
、
極
低
廉
で
誰

も
が
払
え
る
料
金
で

あ
る
べ
き
で
す
。

下
水
道
会
計

予
算
は
、
公
営
企
業
会
計
に
明
確

に
移
行
さ
せ
て
立
て
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
水
道
事
業
同
様
、
独
立
採
算

に
よ
る
会
計
処
理
の
強
化
が
求
め
ら

れ
、
住
民
の
負
担
増
は
明
ら
か
で
す
。

新
年
度
の
使
用
料
の
消
費
税
に
つ

い
て
も
、
１
０
％
へ
の
増
額
分
と
し

て
約
１
４
１
万
円
見
込
ん
で
い
ま
す
。

住
民
の
暮
ら
し
の
隅
々
ま
で
負
担

増
が
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

公
営
企
業
会
計
へ
の
移
行
は
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

日
本
共
産
党
は
、
複
数
議
員
団
の

頃
か
ら
、
「
気
温
が
上
昇
傾
向
に
あ

る
中
で
、
子
ど
も
た
ち
が
授
業
に
集

中
で
き
る
よ
う
ク
ー
ラ
ー
設
置
を
」

と
、
求
め
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
村
の
対
応
は
、
「
冷

水
器
の
設
置
」
、
「
水
筒
の
持
参
」
、

「
扇
風
機
の
取
り
付
け
」
な
ど
の
環

境
改
善
を
行
い
、
「
設
置
の
必
要
性

が
明
確
に
な
っ
た
と
き
の
た
め
に
、

各
自
治
体
で
の
設
置
状
況
や
、
本
村

の
教
室
の
温
度
調
査
な
ど
継
続
」
、

「
学
校
に
設
置
の
際
は
、
幼
稚
園
に

も
設
置
す
る
」
と
い
う
方
向
性
を
持

つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

２
０
１
７
年
５
月
２
０
日
に
開
か

れ
た
「
東
海
村
教
育
総
合
会
議
」

（
招
集
は
村
長
）
に
お
い
て
、
「
教

室
の
温
度
調
査
」

が
行
わ
れ
て
い

る
件
に
つ
い
て
議
論

が
あ
り
ま
し

た
。
あ
る
教
育
委
員
さ
ん
か
ら
、

「
必
要
な
教
育
環
境
の
整
備
は
、
誰

彼
に
言
わ
れ
た
か
ら
や
る
の
で
は

な
く
、
教
育
委
員
会
自
ら
の
判
断
で

対
応
す
べ
き
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、

村
長
も
含
め
教
育
委
員
会
は
、
来
年

度
か
ら
設
置
の
方
向
を
確
認
し
た
と

の
こ
と
で
し
た
。

し
か
し
、
２
０
１
７
年
度
は
補
正

も
つ
か
ず
、
１
８
年
度
の
当
初
予
算

に
も
計
上
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
し
て
１
８
年
度
の
夏
は
猛
暑
、

酷
暑
が
続
い
て
、
愛
知
県
豊
田
市
の

小
学
生
が
７
月
１
７
日
、
熱
中
症

（
重
度
の
熱
射
病
）
で
死
亡
す
る
ま

で
に
至
り
ま
し
た
。
当
然
、
国
は
県

や
市
町
村
に
「
暑
さ
か
ら
児
童
・
生

徒
を
守
る
」
た
め
の
通
知
な
ど
を
出

し
ま
し
た
。

本
村
は
、
教
育
総
合
会
議
で
の
貴

重
な
議
論
を
、
村
長
と
教
育
長
が
先

頭
き
っ
て
２
０
１
７
年
度
に
補
正
予

算
を
組
む
な
ど
し
て
２
０
１
８
年
度

に
具
体
化
す
べ
き
で
し
た
。

（
本
村
に
お
け
る
保
育
士
等
の
現
状
）

２
０
１
８
年
１
月
の
保
育
士
求
人

倍
率
は
、
３
．
３
８
倍
で
あ
り
、
全

職
業
平
均
（
１
．
５
２
倍
）
を
大
き

く
上
回
っ
て
は
い
ま
す
が
、
平
均
賃

金
は
８
万
円
ほ
ど
低
い
２
２
万
円
で

す
。子

ど
も
の
命
を
預
か
る
責
任
の
重

さ
に
比
べ
、
長
時
間
労
働
や
不
規
則

な
勤
務
形
態
、
低
賃
金
な
ど
、
保
育

士
の
職
場
環
境
や
処
遇
改
善
は
進
ん

で
い
な
い
の
が
現
状
で
す
。

公
立
・
私
立
保
育
施
設
で
は
こ
こ

数
年
、
他
市
町
村
へ
の
人
材
流
出
も

あ
り
、
保
育
士
等
の
確
保
が
難
し
い

状
況
が
続
い
て
お
り
、
保
育
サ
ー
ビ

ス
の
継
続
や
安
全
な
環
境
づ
く
り
に

支
障
が
生
じ
て
い
ま
す
。

「
東
海
村
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
」

で
は
、
「
潜
在
保
育
士
の
復
職
を
促

す
支
援
策
を
講
じ
、
保
育
士
を
確
保

し
や
す
く
な
る
よ
う
な
即
効
性
の
高

い
施
策
の
展
開
を
図
る
べ
き
」
と
の

付
帯
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

（
子
育
て
支
援
課
説
明
）

待
機
児
童
解
消
に
繋
が
る
こ
と
を

期
待
し
ま
す
。

大
名
は
、
な
か
な
か
具
体
化
で
き

な
い
で
い
る
村
長
に
、
直
接
「
設
置

の
具
体
化
を
」
と
、
求
め
ま
し
た
。

し
か
し
村
長
が
決
断
出
来
た
の
は
、

愛
知
県
で
の
死
亡
発
生
を
受
け
て
か

ら
で
す
。
急
き
ょ
、
２
０
１
８
年
９

月
議
会
に
補
正
予
算
が
計
上
さ
れ
、

今
年
工
事
が
進
め
ら
れ
、
６
月
か
ら

使
用
で
き
る
見
通
し
と
な
り
ま
し
た
。

新
年
度
の
予
算
審
査
に
つ
い
て

一
般
会
計

国
保
会
計

後
期
高
齢
者
医
療
会
計

介
護
保
険
会
計

水
道
会
計

下
水
道
会
計

に
つ
い
て
、
問
題
を
感
じ
て
反
対
し
ま
し
た
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保
育
士
等
緊
急
雇
用
対
策
事
業

が
、
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

＜事業の概要＞

【対象者】村内の公立・私立認可保育施設に勤務する保育士等

✿保育施設：認可保育所 認可こども園 小規模保育

✿保育士等：保育士 保育教諭

①潜在保育士等復職支援助成金

【条件】１年以上現場を離れていた方が村内保育施設で復職 【助成金】10万円/人（1回のみ）

②保育士等処遇改善助成金

【条件】村内（公立・私立）保育施設に勤務している保育士等

【助成額】月額5000円（直接口座振り込み）

③保育士等就労支援家賃助成金

【条件】当該者の名義でアパート等の賃借契約をしている 【助成額】月額2万円


